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(57)【要約】
【課題】　簡単かつ低コストな構成でありながら、装置
の小型化を促進しつつ良好に気体から油分等の液体を分
離して捕捉することができると共に、フィルタメンテナ
ンスなどの必要のない気液分離装置を提供する。
【解決手段】　このため、本発明は、気体から液体を分
離する気液分離装置１００であって、気体が導入される
チューブ１の入口部１Ａと、前記チューブ１から気体が
排出されるチューブ１の出口部１Ｂと、前記入口部１Ａ
と前記出口部１Ｂとの間に配設されチューブ１を螺旋状
に巻回したスパイラル部２と、を含んで構成され、前記
スパイラル部２のスパイラル径の内径側に液体排出口３
を設けたことを特徴とする。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気体から液体を分離する気液分離装置であって、
　気体が導入されるチューブの入口部と、
　前記チューブから気体が排出されるチューブの出口部と、
　前記入口部と、前記出口部と、の間に配設され、チューブを螺旋状に巻回したスパイラ
ル部と、
　を含んで構成され、
　前記スパイラル部のスパイラル径の内径側に液体排出口を設けたこと
　を特徴とする気液分離装置。
【請求項２】
　前記スパイラル部が密閉容器内に収容されると共に、
　密閉容器の内側を減圧する減圧手段が備えられることを特徴とする請求項１に記載の気
液分離装置。
【請求項３】
　前記液体排出口は、スパイラル部の内周最短半径線付近に設けられることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の気液分離装置。
【請求項４】
　前記スパイラル部のスパイラル径の内側に、液体吸着手段が備えられることを特徴とす
る請求項１から請求項３の何れか１つに記載の気液分離装置。
【請求項５】
　前記チューブの内径がφ３０ｍｍ以下で、前記スパイラル部のスパイラル径がφ３００
ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１～請求項４の何れか１つに記載の気液分離装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、気体中に含まれる液体を気体から分離するための気液分離装置に関する。例
えば、自動車等においてサービスブレーキ、エアサスペンションなど利用されるサービス
エア（圧縮空気）から油分等（液体）を除去するための気液分離装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、トラック、バスなどの大型車両においては、エアコンプレッサにより所定圧力
（例えば、１０ｋｇｆ／ｃｍ２程度）に圧縮した空気をエアタンクに貯留しておき、この
圧縮空気（サービスエア）を作動動力源の一部として利用するといったサービスブレーキ
システムや、コイルスプリングや板バネの代わりに圧縮空気を利用したエアサスペンショ
ンシステムなどが採用されている。
【０００３】
　ここで、エアコンプレッサにより圧縮された空気は、通常圧力の大気圧状態に比べて含
有する水蒸気の凝結により水を発生しやすい状態にある。
【０００４】
　このため、エアコンプレッサにより圧縮した空気を、そのままエアタンクに貯留してお
いて圧縮空気を、サービスブレーキシステム等の各種エアシステムに供給してしまうと、
圧縮空気が触れる部分に腐食などを発生させ、延いては各種エアシステムに機能障害など
を生じさせるおそれがあるなど、システムの信頼性等に悪影響を及ぼすおそれがある。
【０００５】
　このようなことから、エアコンプレッサにより圧縮した空気を、エアタンクに貯留する
前に、例えば特許文献１に記載されているようなエアドライヤ装置によって水分を除去す
ることなどが行われている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開平５－２６１３６号公報
【特許文献２】国際出願ＷＯ２０１５／０３３４１４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、エアコンプレッサが、エンジンにより回転駆動されるクランク機構やピ
ストンを含んで構成される場合、エアコンプレッサの摺動部を潤滑するための油分（潤滑
油、オイル）がミスト状に圧縮空気中に微量に混入してしまうおそれがあり、このような
圧縮空気への油分の混入があると、エアドライヤ装置の乾燥剤や各種エアバルブ内のラバ
ーの寿命に悪影響を与えるおそれがある。
【０００８】
　このようなことから、特許文献２などにおいては、エアコンプレッサとエアドライヤ装
置との間に気液分離装置を介装し、圧縮空気から油分を除去する技術が提案されている。
【０００９】
　従来のこの種の気液分離装置は、螺旋状の部分に圧縮空気を通過させる際に、比較的大
きな半径の旋回流（遠心力）により重量のある油分（潤滑油）を外周に付着させることで
圧縮空気から油分を分離していた。
【００１０】
　しかし、このような旋回流（遠心力）を利用して圧縮空気から油分を分離する場合、車
両への搭載性などから装置の小型化を図ろうとすると（旋回半径（螺旋状部分の径）を小
さくすると）良好に油分を圧縮空気から分離することができなくなることが解ってきた。
【００１１】
　すなわち、従来においては、圧縮空気から油分を良好に分離するには、大きなサイズ（
旋回半径）の気液分離装置の採用が避けられないものであった。また、従来装置では、圧
縮空気から油分を良好に分離するためのラビリンス構造等が必要となるなど構成が複雑化
し高コスト化するといった実情もある。
【００１２】
　圧縮空気から油分を分離する別の方法として、例えば、エアコンプレッサとエアドライ
ヤ装置の間にオイルフィルタを介装して油分をオイルフィルタで吸着することで圧縮空気
から油分を分離することも考えられるが、良好な分離特性を得るためにはメッシュサイズ
を比較的小さくする必要があるため通気抵抗が増大してしまい圧縮空気の供給に悪影響を
与えるおそれや、メンテナンスを怠ると目詰まりなどが生じ信頼性を低下させるといった
おそれがあると共に、フィルタの交換が必要となるなどメンテナンスが面倒であり、実際
の採用にはなかなか至らないのが実情である。
【００１３】
　本発明は、かかる実情に鑑みなされたもので、簡単かつ低コストな構成でありながら、
装置の小型化を促進しつつ良好に気体から油分等の液体を分離して捕捉することができる
と共に、信頼性に優れ、取り扱いも簡便でフィルタメンテナンスなどの必要のない気液分
離装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このため、本発明は、
　気体から液体を分離する気液分離装置であって、
　気体が導入されるチューブの入口部と、
　前記チューブから気体が排出されるチューブの出口部と、
　前記入口部と、前記出口部と、の間に配設され、チューブを螺旋状に巻回したスパイラ
ル部と、
　を含んで構成され、
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　前記スパイラル部のスパイラル径の内径側に液体排出口を設けたこと
　を特徴とする。
【００１５】
　本発明において、前記スパイラル部が密閉容器内に収容されると共に、
　密閉容器の内側を減圧する減圧手段が備えられることを特徴とすることができる。
【００１６】
　本発明において、前記液体排出口は、スパイラル部の内周最短半径線付近に設けられる
ことを特徴とすることができる。
【００１７】
　本発明において、前記スパイラル部のスパイラル径の内側に、液体吸着手段が備えられ
ることを特徴とすることができる。
【００１８】
　本発明において、前記チューブの内径がφ３０ｍｍ以下で、前記スパイラル部のスパイ
ラル径がφ３００ｍｍ以下であることを特徴とすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、簡単かつ低コストな構成でありながら、装置の小型化を促進しつつ良
好に気体から油分等の液体を分離して捕捉することができると共に、信頼性に優れ、取り
扱いも簡便なフィルタメンテナンスなどの必要のない気液分離装置を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】スパイラル部（螺旋状部）のスパイラル径（螺旋径）違いによるオイル筋の現れ
方の違いを示す図である（エアコンプレッサの回転速度＝９００ｒｐｍ）。
【図２】スパイラル部（螺旋状部）におけるチューブ（配管）内の断面２次流れの解析結
果及び実際にスパイラル部の内径側に現れるオイル筋の様子を示す図である。
【図３】スパイラル部（螺旋状部）のスパイラル径（螺旋径）違いによるチューブ（配管
）内の断面２次流れの流速差と差圧を示す図（ＣＡＥ解析結果図）である。
【図４】ＣＡＥ解析に供したチューブ（配管）の内径、スパイラル部（螺旋状部）のスパ
イラル径（螺旋径、外径）、スパイラル部のチューブの間隔を示す図である。
【図５】スパイラル部（螺旋状部）のスパイラル径（螺旋径）に対するチューブ（配管）
内の差圧の変化を示す図（ＣＡＥ解析結果図）である。
【図６】（Ａ）は本実施の形態に係る気液分離装置の全体構成を概略的に示す側面図（断
面図）であり、（Ｂ）は（Ａ）の上面図（上蓋を除く）。
【図７】同上実施の形態に係る気液分離装置のスパイラル部のスパイラル径内周側に開口
されるオイル排出穴の一例を示す図である。
【図８】同上実施の形態に係る気液分離装置のスパイラル部、ディフューザ部の構成及び
作用を説明するための図である。
【図９】同上実施の形態に係る気液分離装置の設置場所の一例を示す図である。
【図１０】横軸を内径／スパイラル径とし、縦軸を圧力差（スパイラル径の内周側と外周
側の圧力差）として、内径／スパイラル径に対する圧力差の関係延いては液体の捕捉率の
傾向を例示した図である。
【図１１】エアコンプレッサにより吐出される圧縮空気からの油分の捕捉率を測定するた
めの実機試験の設備の概要及び試験結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明に係る気液分離装置の一実施の形態について、添付の図面を参照しつつ
説明する。なお、以下で説明する実施形態により、本発明が限定されるものではない。
【００２２】
　本発明者等は、圧縮空気（例えば、１０ｋｇｆ／ｃｍ２程度、０．２ｍ３／分（ｍｉｎ
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）程度）に旋回流（或いは螺旋流）を与えることで外側に油分（潤滑油等）を集めて捕捉
するといった従来の気液分離装置の小型化を図るために、スパイラルチューブを比較的短
い半径にて螺旋状に巻回したものを何種類か準備し、圧縮空気から油分を分離できるのか
の確認実験を行った。なお、圧縮空気は、トラック等の駆動源であるエンジンにより回転
駆動されるクランク機構及びピストンやピストンリングを含んで構成されるエアコンプレ
ッサから吐出される圧縮空気で微量に油分（潤滑油、オイル）が混在している。
【００２３】
　この確認実験の結果、装置の小型化を図るために細いチューブを比較的小さい半径で螺
旋状に巻回して比較的小さい半径の旋回流（螺旋流）を圧縮空気に与えた場合には、従来
のように比較的大きな半径の旋回流を与えた場合のように圧縮空気中の油分が旋回流の外
側（Ｒ部（カーブ）の外側）に集まる現象は確認できなかった。
【００２４】
　その一方で、細いチューブを比較的小さい径で螺旋状に巻回して比較的小さい径の旋回
流（螺旋流）を与えた場合には、図１～図３等に示すように、圧縮空気中の油分が、螺旋
状の細いチューブ１内の内壁側の上下方向略中央付近に集まり、集まった油分が圧縮空気
流れ（圧縮空気の主流の流れ）の方向に筋状に流れることが確認された。
【００２５】
　なお、図１に示すように、内径φ１０ｍｍ程度のチューブ１の場合、螺旋半径（スパイ
ラル径、Ｒ部半径、カーブ半径）がある程度小さいほど、オイル筋（筋状に集まったオイ
ル）が明確で（すなわち、圧縮空気から分離されたオイル量が多く）、オイルの流れも速
いことが確認された。
【００２６】
　本発明者等は、このような現象を理解するために、ＣＡＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄ
ｅｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）にて流体解析を試みたところ、以下のような知見を得た
。
【００２７】
　図２に示したように、チューブ（配管等の管状部材）１のＲ部（カーブ部分）の内径側
（内側、内周側）と外径側（外側、外周側）の流速差（外径側＞内径側）から、チューブ
内（配管内）１に縦渦（断面２次流れ）が発生することが解った。図２の断面図は、入口
部流速１０ｍ／ｓ、チューブ内径φ１０ｍｍ、Ｒ部半径５０ｍｍとしてＣＡＥ解析した場
合の一例を示している。
【００２８】
　この縦渦（断面２次流れ）は、チューブ１の横断面（圧縮空気流れと略直交する断面）
において、Ｒ部（カーブ部分）外側の上下方向の上側と下側の２手に分かれ、それぞれ上
側の内壁と下側の内壁に沿って流れた後、Ｒ部（カーブ部分）内側の上下方向の略中央付
近において対面して流れの向きを変え、Ｒ部（カーブ部分）外側に向かって流れるといっ
た特性があることが確認された。
【００２９】
　このような縦渦（断面２次流れ）により、チューブ１の内壁周辺を飛散している油滴を
、Ｒ部（カーブ部分）内側の上下方向の略中央付近に吸い寄せる力が強まるものと考えら
れる。
【００３０】
　更に、チューブ１のスパイラル径（或いは螺旋半径、Ｒ部半径、カーブ半径）の大きさ
に応じてオイル筋の発生の仕方に相違が生じることが確認されたため、その解析を試みた
（図１参照）。
【００３１】
　その結果、チューブ１のスパイラル部（Ｒ部（カーブ部分））２内の内径側（内側）と
外径側（外側）の流速差（外径側＞内径側）が大きく、圧力差（外径側＞内径側）が大き
い場合に、チューブ１のスパイラル部（Ｒ部（カーブ部分））２内の内径側の上下方向略
中央付近にオイル筋が明確に発生することが確認できた。
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【００３２】
　なお、ＣＡＥによる圧力分布の解析と、実機による試験結果によれば、チューブ１のス
パイラル部（Ｒ部（カーブ部分））２内の内径側の圧力と、外径側の圧力と、の差が、例
えば２２Ｐａ程度となるとオイル筋が明確に発生することが解った（図３等参照）。
【００３３】
　また、図４に示すように、チューブ１(円管)の内径（管径）をφ５ｍｍ、φ１０ｍｍ、
φ１５ｍｍ、チューブ１のスパイラル部２のスパイラル径をφ５０、φ８０、φ１１０と
振って行ったＣＡＥ解析によれば、図５に示すように、スパイラル径が小さい程、かつ、
管径が大きい程、チューブ１のスパイラル部２（Ｒ部、カーブ部分）内の内径側と外径側
の圧力差（外径側＞内径側）が高まり、チューブ１のスパイラル部２（Ｒ部、カーブ部分
）内の内径側の内側上下方向略中央付近へのオイルの収集性が高い（内壁に付着したオイ
ルが筋状に集まり易い）傾向が見られた。
【００３４】
　すなわち、チューブ１内（管内）の縦渦（断面２次流れ）によるチューブ１のスパイラ
ル部２（Ｒ部、カーブ部分）内の内径側と外径側の流速差により生じる圧力差で、圧縮空
気中のオイルミストが、チューブ１の長手方向（圧縮空気の主流の流れ方向）に沿って筋
状に内壁（スパイラル部２（Ｒ部、カーブ部分）内の内径側）に集約されるものと考えら
れる。
【００３５】
　このようなことから、エアコンプレッサから吐出された圧縮空気を、所定のスパイラル
径の螺旋状チューブを通過させることで、圧縮空気中のオイルミストを、チューブ１のス
パイラル部２（Ｒ部、カーブ部分）の内側上下方向略中央付近にチューブの長手方向に沿
って（すなわち、螺旋状部の内周最短半径線（最小内径線）に沿って）筋状に集めること
ができる。
【００３６】
　従って、このチューブ１の内壁に筋状に集められた油分（潤滑油、オイル）を捕捉する
ことができれば、圧縮空気から油分を分離することができる。
【００３７】
　以上を踏まえ、本発明者等は、種々の検討及び試行錯誤を繰り返し、圧縮空気から油分
（潤滑油、オイル）を良好に分離することができる方法を取得した。
【００３８】
　すなわち、本実施の形態に係る気液分離装置１００では、図６に示すように、内径φ１
０ｍｍ程度（例えば、内径φ５ｍｍ～φ３０ｍｍ程度とすることができる）のチューブ１
を比較的小さいスパイラル径（図４の外径に相当。例えばφ５０～３００程度、ここでは
φ１１０程度）にて所定巻き数（例えば１～１０、ここでは３～４）にて巻回したスパイ
ラル部（螺旋状部）２を、比較的サイズの小さい密閉容器２０内に収容する。
【００３９】
　チューブ１の入口部（入口端）１Ａには、エアコンプレッサから吐出される圧縮空気が
導入され、導入された圧縮空気は、スパイラル部２を通過した後、チューブ１の出口部（
出口端）１Ｂを介して、エアドライヤ側へ送出されるようになっている。
【００４０】
　すなわち、図９に示すように、本実施の形態に係る気液分離装置１００は、エアコンプ
レッサとエアドライヤとの間に介装され、エアコンプレッサから吐出される圧縮空気を導
入し、圧縮空気に含まれる油分等の液体を分離して補捉した後、エアドライヤ側へ圧縮空
気を送出するようになっている。
　なお、チューブ１の入口部１Ａと出口部１Ｂの位置は、特に限定されるものでなく、車
両への搭載性等を考慮して適宜に変更可能である。また、取付方向に関しても、適宜に変
更可能である。
【００４１】
　ここで、上述したように、比較的小さいスパイラル径（例えばφ５０～３００程度、こ
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こではφ１１０程度）にて螺旋状にチューブ１を巻回すると、スパイラル部２（Ｒ部、カ
ーブ部分）内の内径側（内側）と外径側（外側）の流速差及び圧力差によって、圧縮空気
中の油分等の液体が、スパイラル部２の螺旋状（スパイラル形状）の内周最短半径線に沿
って筋状に析出する（集められる）ことになる。
【００４２】
　この筋状に集められた油分（オイル筋）をチューブ１から取り出すために、本実施の形
態においては、図６～図８に示すように、スパイラル部２の螺旋状（スパイラル形状）の
スパイラル部２の内径側の上下方向略中央付近においてチューブ１の長軸方向（例えば、
内周最短半径線付近）に沿って、小径の穴（オイル排出穴）３が少なくとも１つ開口され
ている。
　なお、オイル排出穴３は、本発明に係る液体排出口に相当する。
【００４３】
　本実施の形態では、図７に示すように、オイル排出穴３として、例えばφ２ｍｍの穴を
、スパイラル部２の螺旋状（スパイラル形状）のスパイラル径の内側の上下方向略中央付
近においてチューブ１の長軸方向（例えば、内周最短半径線付近）に沿って、５０ｍｍ間
隔で４個設けている。但し、穴径や個数を、他のサイズ、個数とすることも可能である。
【００４４】
　なお、オイル排出穴３は、丸形状に限らず、スパイラル部２の螺旋状（スパイラル形状
）のスパイラル径の内側の上下方向略中央付近においてチューブ１の長軸方向（例えば、
内周最短半径線付近）に沿って開口される細長いスリット形状などとすることも可能であ
る。但し、かかる細長いスリット形状の延在方向は、チューブ１の長軸方向に限定される
ものではなく、チューブ１の径方向に沿った方向、更には斜め方向とすることも可能であ
る。また、スリット形状に代えて、楕円形状などとすることも可能である。
【００４５】
　また、上述した４個のオイル排出穴３を１セットとして、スパイラル部２のチューブ１
のスパイラル径内周側の上下方向略中央付近においてチューブ１の長軸方向（例えば、内
周最短半径線）に沿って、各セット間に所定間隔を与えて複数セットを散在させることな
ども可能である（図６等参照）。
【００４６】
　かかるオイル排出穴３の上を、筋状となって圧縮空気流れ（圧縮空気の主流の流れ）の
下流側に進行するオイル（潤滑油）が通過して重畳するので、これらオイル排出穴３から
油分がチューブ１の外部へ排出されることになる。
【００４７】
　すなわち、本実施の形態によれば、チューブ１内の圧縮空気から、当該圧縮空気中に含
まれていた油分を分離して捕捉（回収）することができることになる。
【００４８】
　しかしながら、このままでは、オイル排出穴３から潤滑油をチューブ１の外部へ効率良
く排出できない場合もある。
【００４９】
　このため、本実施の形態では、この筋状に集められた油分（オイル筋）をオイル排出穴
３から効率良く排出させることができるように、図６、図８に示すように、密閉容器２０
内の出口部１Ｂ付近には、ディフューザ部１０が備えられている。
【００５０】
　図８に示すように、ディフューザ部１０には、スパイラル部（螺旋状部）２を通過した
圧縮空気が導入されるが、ディフューザ部１０の内径が小さく絞られた絞り部１１には、
圧縮空気流れ（圧縮空気の主流の流れ）に交差する方向から吸い込み穴１２が開口され、
吸い込み穴１２は密閉容器２０の内側に接続されている。
【００５１】
　かかる構成によれば、圧縮空気が、絞り部１１を通過する際に、吸い込み穴１２から空
気を吸い込むように作用する。
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【００５２】
　この一方で、吸い込み穴１２は密閉容器２０の内側に接続されているため、密閉容器２
０内は減圧されることになる。
【００５３】
　このように、密閉容器２０内が減圧されると、密閉容器２０内の圧力＜チューブ１内の
圧力となるため、オイル排出穴３と重なるチューブ１内の筋状の油分（潤滑油）を、チュ
ーブ１の外部へと吐き出す（吸い出す）ような作用が働き、筋状に集められた油分（潤滑
油）をチューブ１の外部へ効率良く排出することができることになる。
【００５４】
　そして、このようにしてオイル排出穴３からチューブ１の外部へ排出された油分（潤滑
油）は、密閉容器２０の内側の底部に貯留される（図６参照）。
【００５５】
　すなわち、本実施の形態によれば、チューブ１内の圧縮空気（気体）から、当該圧縮空
気中に含まれていた油分（液体）を分離して回収することができることになる。
【００５６】
　以上のように、本実施の形態によれば、簡単かつ低コストな構成でありながら、装置の
小型化を促進しつつ良好に気体から液体を分離して捕捉することができると共に、信頼性
に優れ、取り扱いも簡便でフィルタメンテナンスなどの必要のない使い勝手の良い気液分
離装置を提供することができる。
【００５７】
　なお、密閉容器２０の底部に貯留された油分（潤滑油）は、所定タイミングで（例えば
観察窓などで目視確認して所定に油分（潤滑油）が貯留した時点、或いは所定に油分（潤
滑油）が貯留するであろう運転時間となった時点で）、図６に示したドレーンプラグ（開
閉弁）などを介して開放して油分（潤滑油）を密閉容器２０の外部へ排出することができ
る。
【００５８】
　このとき、例えば、図９に示したように、オイルリターンパイプ等を介して、油分（潤
滑油）をエンジンのオイルパン等へ戻すといった構成とすることができる。
【００５９】
　ところで、本実施の形態では、エアコンプレッサとエアドライヤの間における比較的高
温（約１８０°Ｃ付近）の圧縮空気から油分（潤滑油）を分離して捕捉するので、圧縮空
気中の水分は十分に気化しているため、捕捉した油分（潤滑油）に水分が混入するおそれ
が低いため、捕捉した油分（潤滑油）をそのままエンジンのオイルパンに戻しても不具合
が発生することがない点で有利である。
【００６０】
　なお、本発明に係る減圧手段としては、オイル排出穴３から効率良く油分（潤滑油）を
排出することに貢献するための構成として、密閉容器２０と、吸い込み穴１２を介して密
閉容器２０の内部容積と連通するディフューザ部１０と、を一例とすることができる。
【００６１】
　更に、減圧手段は、ディフューザ部１０に替えて、外部（別ルート）から密閉容器２０
内を減圧するための減圧ポンプ（負圧ポンプ）などを採用することができる。
【００６２】
　ところで、本発明において、条件等によっては、密閉容器２０を省略することができる
。
　そして、密閉容器２０を省略した場合に、オイル排出穴３から油分（潤滑油）をチュー
ブ１の外部へ効率良く排出するために、減圧手段を、例えば、オイル排出穴３に直接的に
パイプ（ホース）などを接続すると共に、当該パイプ（ホース）内の圧力を減圧する減圧
ポンプ（負圧ポンプ）などを含んで構成することなども可能である。
【００６３】
　なお、オイル排出穴３から排出された油分（潤滑油、オイル）は、最終的には密閉容器
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２０の内側の底部に貯留されるが、オイル排出穴３から排出された瞬間は一部がミスト状
となっており、別のオイル排出穴３や、ディフューザ部１０の吸い込み穴１２から再びチ
ューブ１内に吸い込まれてしまうことも考えられる。
【００６４】
　このため、本実施の形態では、図６に示すように、液体吸着手段としての油分吸着材３
０を、スパイラル部２のスパイラル径の内側に配設する構成とすることができる。
【００６５】
　油分吸着材３０等の液体吸着手段としては、例えば、金属製或いは樹脂製のメッシュや
穴開き板、金属製或いは樹脂製の濾網（例えば、金属たわしのように、多数の線状や帯状
の金属を所定形状にまとめたもの）、ろ紙や綿等の吸着フィルタ、スポンジなど）を採用
することができる。但し、液体吸着手段は、特に限定されるものではなく、材質、形状な
どは適宜採用することができる。
【００６６】
　これにより、オイル排出穴３から排出された油分（潤滑油、オイル）は、油分吸着材３
０に吸着されるため、密閉容器２０内にミスト状態で滞留しないため、別のオイル排出穴
３や、ディフューザ部１０の吸い込み穴１２から再びチューブ１内に吸い込まれるといっ
た現象の発生を抑制することができる。
【００６７】
　また、チューブ１は内側を気体が通過可能な配管であればよく、その材質などは、特に
限定されるものではく、例えば銅、アルミ、ステンレス等の金属製の管、ナイロン、シリ
コーン、ゴムなどの樹脂製の管とすることができる。
【００６８】
　また、本実施の形態では、圧縮空気（例えば、１０ｋｇｆ／ｃｍ２程度、０．２ｍ３／
分程度）を対象としているが、本発明は、これに限定されるものではなく、他の気体にも
適用可能である。
【００６９】
　本実施の形態では、エアコンプレッサをピストン及びクランク機構を含んで構成される
エアコンプレッサを一例として説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、他
の形式（例えばスクロール式、ベーン式など）のエアコンプレッサから吐出される圧縮空
気から油分等の液体を分離する気液分離装置として利用することができる。
【００７０】
　更に、本発明に係る気液分離装置は、エアコンプレッサから吐出する圧縮空気から潤滑
油等の油分を分離する場合に限定されるものではなく、他の気体から液体を分離する気液
分離装置として利用可能である。
【００７１】
　ところで、オイル排出穴３からの油分（潤滑油、オイル）の排出は、通常時（定常時）
には良好に行われるが、エアドライヤのパージ処理（パージ室内の圧縮空気を、乾燥室及
びフィルタ室を通過させつつ外部へ排出することで、乾燥室内の水分やフィルタ室内の油
分や塵挨などを外部へ排出して再生する処理）の際に、密閉容器２０内とチューブ１内の
圧力差が小さくなると同時に、エアドライヤでのパージエアの急激な消費に伴いチューブ
１内の流速が急激に高まるため、チューブ１内のオイル排出穴３を飛び越えて、オイル筋
が圧縮空気の主流流れ下流側に流れてしまうおそれがある。
【００７２】
　このため、本実施の形態では、図７に示したように、オイル排出穴３を圧縮空気流れ（
圧縮空気の主流の流れ）方向に沿って複数設けるようにしている。
【００７３】
　なお、オイル排出穴３を複数設ける場合、パージ処理の際のオイル筋の圧縮空気の主流
流れ下流側への移動量が３０ｍｍ程度であるため、オイル排出穴３の間隔は２０ｍｍ以上
とすることが好ましい。
【００７４】
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　原理的には、オイル排出穴３の数を増やすことが油分分離性能を高めることに貢献する
が、オイル排出穴３からのオイルの吸い出しの勢いを確保するために、オイル排出穴３の
総断面積（総開口面積）は、一定値以下とすることが好ましい。
【００７５】
　例えば、ディフューザ部１０を用いて密閉容器２０内を負圧に引く場合には、オイル排
出穴３の総断面積（総開口面積）は、吸い込み穴１２の総断面積（総開口面積）の１倍以
下とすることが好ましい。
【００７６】
　また、負圧ポンプを用いて密閉容器２０内を負圧に引く場合には、オイル排出穴３の総
断面積（総開口面積）を、（ポンプ掃引量）＞（オイル排出穴３の総断面積）×（エアコ
ンプレッサの空気吐出量）を満たすように設定することが好ましい。
【００７７】
　次に、搭載スペースに限りのある車両においては、気液分離装置の小型化を促進するた
めに、いかに高い気液分離性能を達成するかが重要となる。
【００７８】
　本発明者等は、ＣＡＥ解析により、スパイラル部２のスパイラル形状の内径及びスパイ
ラル径を図４に示したように変化させてパラメータスタディを行った。
【００７９】
　その結果、図１～図５に示したように、チューブ（配管）１のスパイラル部２（Ｒ部、
カーブ部分）内の内径側と外径側の圧力差によって、油分の収集性能（度合い）に及びオ
イル排出穴３からの吹き出し性能（度合い）が決まると考えられる。
【００８０】
　このため、本発明者等は、チューブ（配管）１のスパイラル部２（Ｒ部、カーブ部分）
内の内径側と外径側の圧力差を評価値として評価を試みた。
【００８１】
　このようなパラメータスタディの結果、チューブ（配管）１のスパイラル部２（Ｒ部、
カーブ部分）内の内径側と外径側の圧力差が、内径／スパイラル径に比例（圧力差［Ｐａ
］＝２３０×内径／スパイラル径）するという知見を得た（図１０参照）。
【００８２】
　図１１に示すような実機試験を行った結果、油分捕捉率８２％を実験的に確認したチュ
ーブの内径φ１０ｍｍ、スパイラル径（外径）φ１１０ｍｍの仕様では、内径／スパイラ
ル径は約０．０９程度の値になる。
【００８３】
　よって、実用的な油分捕捉率８２％以上とするためには、内径／スパイラル径を０．０
９以上とする必要があるものと考えられる。
【００８４】
　以上で説明した実施形態は、本発明を説明するための例示に過ぎず、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内において、種々変更を加え得ることは可能である。
【符号の説明】
【００８５】
１　　チューブ（配管）
１Ａ　入口部
１Ｂ　出口部
２　　スパイラル部（螺旋状部）
３　　オイル排出穴（液体排出口）
１０　ディフューザ部
１１　絞り部
１２　吸い込み穴
２０　密閉容器
３０　油分吸着材（液体吸着手段）



(11) JP 2017-39077 A 2017.2.23

１００　気液分離装置
 

【図１】 【図２】



(12) JP 2017-39077 A 2017.2.23

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(13) JP 2017-39077 A 2017.2.23

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(14) JP 2017-39077 A 2017.2.23

【図１１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

